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監査事務局 事務分掌 

監 査 部

監査管理課

（１）監査実施計画（財務監査課の主管に属するものを除く。）に関すること。

（２）事務局の人事、文書、予算及び決算その他庶務に関すること。

（３）監査委員に関すること。

（４）事務局の危機管理に関すること。

（５）住民請求監査に関すること。

（６）外部監査に関すること。

（７）その他地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）に定める監査委員の職務に属する

こと（財務監査課の主管に属するものを除く。）。

財務監査課 

（１）監査年間計画及び監査実施計画に関すること。

（２）内部統制評価報告書審査に関すること。

（３）財務監査に関すること。

（４）行政監査に関すること。

（５）財政援助団体等監査に関すること。

（６）決算審査に関すること。

（７）現金出納検査に関すること。

（８）金融機関の公金出納監査に関すること。

（９）基金運用状況審査に関すること。

（10）健全化判断比率等の審査に関すること。

（11）資金不足比率等の審査に関すること。

（12）その他地方自治法に定める監査委員の職務に属すること。
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令和７年度  一般会計歳入予算説明 

 

 

科     目 本年度予算 前年度予算 差引増△減 説     明 
説明書 

対象頁 
 

 

24 款    諸 収 入 

 

       千円 

 

50 

       千円 

 

45 

       千円 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７項  雑   入 

 

 

50 

 

 

45 

 

 

5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

17 目 雑入 

 

 

50 

 

 

45 

 

 

5 

 

  

 

    
(2)社会保険料納付金 

 

41 

 

 

36 

 

5 

 

会計年度任用職員の社会保険

料本人負担分 

 

 

   
(3)その他 9 9 0 包括外部監査報告書販売収入  

 

歳   入   合   計 

 

 

50 

 

45 

 

5 
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令和７年度  一般会計歳出予算説明 

 

 

科     目 本年度予算 前年度予算 差引増△減 説     明 
説明書 

対象頁 
 

  

２款    総   務   費 

 

       千円 
 

474,519 

       千円 
 

448,739 

       千円 
 

25,780 
監査委員の職務執行及び監

査事務局の運営に要する経

費並びに外部監査に要する

経費 

 

 

  

13項  監   査   費 

 

474,519 

 

448,739 

 

25,780 

 

 

  

 

 １目 監査委員費 457,014 431,234 25,780 

職員人件費  432,905千円 
監査委員費     10,728千円 
会計年度任用職員経費 
        8,099千円 

監査事務費   5,282千円 

 

  

２目 外部監査費     17,505    17,505 0 外部監査費  17,505千円 

 

 

 

歳   出   合   計 

 

 

474,519 

 

448,739 

 

25,780 

  

 



令和７年度 監査事務局 運営方針 
 

Ⅰ 基本目標 
監査を通じて区局本部の業務の適正化と改善を支援し、 

市政への信頼向上につなげます！ 
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★基本目標等を具体化する、主な事業・取組については、次頁をご覧ください。 
★「監査」には審査、検査も含みます。 

Ⅱ 目標達成に向けた施策 

Ⅲ 目標達成に向けた組織運営 

Ⅳ 「GREEN×EXPO 2027」の成功に向けた機運醸成 

１ 区局本部の業務の適正化と改善につながる監査 

〇市政方針を意識し、DX推進に伴い変化する区局本部の事業の業務上のリスクに留意しながら、全体最

適の視点をもって監査を行います。 

○区局本部の業務の適正化及び改善に資する視点で監査に臨み、内部統制体制との連携により組織の好

循環を生み出すことで、事故・事務処理ミスが発生しない体制づくりに寄与します。 
○市民目線・現場感覚を大切に、区局本部の納得性の高い監査を実施し、是正すべき内容に応じたスピー

ド感をもって改善を促すことで、監査の信頼性を確保します。 
○監査結果が「指摘」にとどまることなく、今後の業務に生かされるような意見を付すとともに、共通す

る事務については、制度所管課へ働きかけることにより、効果的な業務改善を促進します。 

２ 適正性と、経済性・効率性・有効性の視点及びリスクアプローチに基づく監査 

○区局本部の業務改善に向け、経済性･効率性･有効性の視点も踏まえた監査を行います。 
〇区局本部の個々の事業の執行過程において内部統制が有効に機能しているかどうかを確認し 
ながら、リスクの度合いと影響度に応じた監査を行います。 

人材育成の推進 

監査を通じて市の全体像を見

る監査事務局の特長を前向き

に捉え、全体最適の視点、高い

モチベーションと専門性をも

って監査に取り組める人材育

成を行います。 

チーム力の向上 

局内で密に情報共有を行い、

連携・協力体制を高めるとと

もに、経験の多寡に関わら

ず、自由闊達に議論できる職

場風土を醸成し、職員の意欲

と能力が最大限発揮できる

職場づくりに取り組みます。 

働きやすい職場づくり 

すべての職員にとってウェルビ

ーイングな職場となるよう、安

心して働くことができる風通し

の良い職場づくりに取り組みま

す。また、デジタルツールを積極

的に活用し、組織間の連携強化、

コミュニケーションの活性化、

業務効率化に取り組みます。 
 

全国レベルで組織している監査関係団体等を通じて他都市へのＰＲを行います。 



 参考 主な事業・取組 

【主な事業・取組】 【内容】 

１ 区局本部の業務の適正化と改善につながる監査 
（1）監査品質の確保  ⇒横浜市監査委員監査基準に基づいた適正な監査の実施 

⇒監査委員による審議等を踏まえた財務監査等の品質確保 

⇒他都市監査担当部署との情報交換による監査業務の技術の向上 

（2）区局本部の業務改善の取組への支援 ⇒指摘情報等の検索可能なデータでの提供及び職員向け広報紙

「ビタミンＫ」による情報発信 

⇒区局本部職員向け研修・eラーニングの実施・工事関係課長会

への働きかけ 

⇒ウェブページ等での報告書等の発信 

⇒財務監査、包括外部監査等の結果を踏まえた制度所管課への

働きかけ 

（3）住民監査請求制度の運営 ⇒的確な監査事務の執行（60日以内に監査結果通知） 

２ 適正性と、経済性・効率性・有効性の視点及びリスクアプローチに基づく監査  

・合規性、正確性に加え、局の目標達成状況

も踏まえた監査の実施 

・監査を通じた課題把握と報告書等 

への反映 

・リスクアプローチの視点に基づいた監査

の重点項目の設定と監査手法の検討 

現金出納検査の実施 

決算等審査の実施 

健全化判断比率等審査の実施 

内部統制評価報告書審査の実施 

  財務監査等の実施 

行政監査の実施 

３ 組織運営 

(1）人材育成の推進 

 

 

 

 

⇒全職員に、監査制度の意義、監査事務局の役割の理解を徹底 

⇒実務を通じたＯＪＴによる監査業務の知識・経験の共有 

⇒局内研修、勉強会の実施による職員のスキルアップ支援（決算

審査などの監査実務研修等） 

⇒制度所管課が実施する会計事務、契約事務などの研修受講 

⇒民間団体等が実施する専門研修受講 

⇒本市職員としてスキルアップを図るための庁内外研修の受講 

(2) チーム力の向上 

 

⇒方向性（結論）の決定に至るプロセスを職員同士が共有できる

職場づくり 

⇒朝礼、情報共有タイム、定例的な局内の責任職による会議、

Teams等の活用による局内全職員の情報共有強化 

⇒責任職からの声かけなどによる職員とのコミュニケーション

の円滑化、職員へのサポートの実践  

⇒チームＫ及びＷｅプラン推進委員会等による局全体での職員

連携の推進（課を超えた交流促進のための取組等） 

（3）働きやすい職場づくり 

 

⇒日常の円滑なコミュニケーションや面談等を通じて、仕事と家庭の

両立支援、キャリア形成支援への働きかけ及びハラスメントを発生

させない風土の醸成 

⇒Teams、Copilot などのデジタルツールを活用した働き方の見直し、

コミュニケーションの活性化と連携強化 

⇒長時間労働防止と勤務時間の適正な管理 

⇒フレックスタイム及びテレワークの積極的な活用 

⇒リスクマネジメントの取組などによる事務処理ミスの防止 

⇒年次休暇取得 15日以上 

４ 「GREEN×EXPO 2027」の成功に向けた機運醸成 

 「GREEN×EXPO 2027」の機運醸成 ⇒監査関係団体の総会等の機会を捉えた「GREEN×EXPO 2027」

の広報ＰＲ 
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